
児童養護施設藤崎台童園職員給与規則 

 

（適用範囲）  

第  １  条 児童養護施設藤崎台童園就業規則第６１条の規定により、児童養護施設藤崎台童園の

職員の給与は本規則の定めるところによる。  

 

（給与の種類および支給日）  

第  ２  条 給与の種類は次のとおりとする。  

  （１）給  料  （２）管理職手当  （３）主任手当 （４）処遇改善手当 （５）処遇

調整手当 （６）社会的養護従事者処遇改善手当 （７）施設間処遇調整手当  （８）扶養

手当 （９）時間外勤務手当  （10）宿直手当 （11）固定残業手当 （12）職務調整手当 

（13）正月勤務手当 （14）通勤手当 （15）住居手当 （16）期末手当 （17）勤勉手当 

（18）退職手当 （19）災害派遣手当  

２ 給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、雇用期間の定めのない職員（以下「正規職

員」という。）については当月２１日、有期雇用職員（以下「非正規職員」という。）について

は翌月２１日（給与の支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その前日）に支給する。ただし、

期末手当、勤勉手当、退職手当については別途定める日に支給する。  

３ 給与のうち管理職手当、主任手当、処遇改善手当、処遇調整手当、社会的養護従事者処遇改善

手当、施設間処遇調整手当、扶養手当、固定残業手当Ⅰ、職務調整手当、通勤手当、住居手当は

その事由の生じた日の翌月（その日が１日の場合は当月）から支給し、その事由が消滅した日の

属する月（その日が１日の場合は前月）まで支給する。  

４ 時間外勤務手当、宿直手当、固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、災害派遣手当については実績に

基づき当月分を翌月に支給する。  

 

（非常時払い）  

第 ３ 条 前条第２項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、職員又は家族の

請求があれば、給与支払日前であっても既往の労働に対する給与を支給する。  

（１）  職員の収入により生計を維持する者が、出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合  

（２）  職員又はその収入により生計を維持する者が、結婚し、又は死亡した場合  

（３）  職員が解雇され、又は退職した場合  

（４）  前各号のほか、やむを得ない事由があると園長が認めた場合  

 

（給与の支払方法）  

第 ４ 条 給与は、通貨で直接職員にその全額を支給する。ただし、法令に別段の定めがあるも

の及び職員の過半数を代表する者と書面により協定したものは、これを控除して支給することが

できる。  

２ 前項の規定にかかわらず、書面による職員の同意があったときは、給与を口座振替の方法によ



り支払うことができる。  

 

（給料）  

第  ５  条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第８条から第２２条まで

及び第３３条に規定する手当及び一時金を除いたものをいう。  

２ 正規職員の給料は、別表１の職種別給料表及び別表２の等級別基準職務表による。  

３ 非正規職員の給料は、勤務１月当たりの給料（以下「月給」という。）又は勤務１日当たりの

給料（以下「日給」という。）又は勤務１時間当たりの給料（以下「時間給」という。）を基本

給としてその月の勤務実績を乗じて得た額とし、基本給の額は労働条件通知書により提示する。  

 

（初任給）  

第  ６  条 正規職員の初任給は、別表３の初任給基準表及び別表４の経験年数換算表に基づき、

本人の学歴、経験、資格、職務内容等を考慮して各人ごとに決定する。  

 

（満６０歳以上の園長及び再雇用職員の給料）  

第  ７  条 満６０歳以上の園長（満６０歳到達後次の３月３１日までの者を除く）及び再雇用職

員（短時間勤務の職員を除く）の給料は、第５条第２項及び第３項並びに前条の規定にかかわら

ず、別表５及び別表６のとおりとする。  

 

（管理職手当）  

第  ８  条 園長の職にある者については、その職務の重要性と責任に基づき管理職手当を支給す

る。  

２ 管理職手当の月額は、給料の２０％とする。           

 

（主任手当）  

第  ９  条 ４級の職にある者（主任児童指導員、主任保育士、主任参事、主任栄養士、事務長）

については、その職務の責任に基づき主任手当月額１０，０００円を支給する。  

 

（処遇改善手当）  

第  １０  条 園長を除く常勤（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務している者を含む）の直接

処遇職員で夜間を含む業務を行う職員に対し、処遇改善手当Ⅰとして月額５，０００円を支給す

る。  

２ 家庭支援専門相談員、個別対応職員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、職業指導員、

自立支援担当職員、看護師、栄養士としての業務を行う職員並びに大卒７年、短大卒９年、高卒

１１年以上の経験年数を有するリーダー的職員［３級以上の職員に限り、第３項から第５項まで

の職員を除く］をジョブリーダーとして、また、満６０歳定年退職後に再雇用された指導的職員

を上級指導員として発令し、処遇改善手当Ⅱとして社会福祉法人藤崎台童園（以下「法人」とい

う。）での経験年数に応じ下表の金額を支給する。  



 

 

 

 

 

３ ホームリーダーとして発令された職員に対し、処遇改善手当Ⅲとして法人での経験年数に応じ

下表の金額を支給する。  

 

 

 

 

 

４ 副園長、地域小規模児童養護施設統括（以下「小規模施設統括」という。）、統括主任児童指

導員、統括主任保育士、統括参事、統括栄養士、統括事務長をユニットリーダーとして発令し、

処遇改善手当Ⅳとして月額３５，０００円を支給する。  

５ 主任児童指導員、主任保育士、主任参事、主任栄養士、事務長として発令された職員に対し、

処遇改善手当Ⅴとして法人での経験年数に応じ下表の金額を支給する。  

 

 

 

 

６ 第１項に規定する処遇改善手当Ⅰと第２項、第３項、第４項、第５項に規定する処遇改善手当

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴは併給することができる。  

７ 第２項、第３項、第４項、第５項の規定にかかわらず、処遇改善手当Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴは所定の

研修を修了していない職員には支給しない。  

８ 短時間勤務の職員に対する処遇改善手当の額は、第１項、第２項、第３項、第４項、第５項の

規定にかかわらず、当該各項に規定する支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて

得た額を８で除して得た額を支給月額とする。  

 

（処遇調整手当）  

第  １１  条 園長を除く常勤（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務している者を含む）の職員

で前条第１項に規定する職員以外の職員に対し、処遇調整手当として月額５，０００円を支給す

る。  

２ 第１項に規定する処遇調整手当と前条第２項、第３項、第４項、第５項に規定する処遇改善手

当Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴは併給することができる。  

３ 短時間勤務の職員に対する処遇調整手当の額は、第１項の規定にかかわらず、第１項に規定す

る支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た額を支給月額

とする。  

経験年数  支給月額  

１０年未満  ５，０００円  

１０年以上  １５，０００円  

経験年数  支給月額  

１０年未満  ５，０００円  

１０年以上  １５，０００円  

経験年数  支給月額  

１０年未満  ５，０００円  

１０年以上  １５，０００円  



 

（社会的養護従事者処遇改善手当）  

第  １２  条 園長を除く常勤（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務している者を含む）の職員

に対し、社会的養護従事者処遇改善手当として月額９，０００円を支給する。  

２ 短時間勤務の職員に対する社会的養護従事者処遇改善手当の額は、前項の規定にかかわらず、

前項に規定する支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た

額を支給月額とする。  

 

（施設間処遇調整手当）  

第  １３  条 法人経営の他施設との均衡を図るため、満６０歳以上の園長に対し施設間処遇調整

手当月額４９，０００円（藤崎台保育園園長の処遇改善手当相当額）を支給する。  

 

（扶養手当）  

第  １４  条 扶養手当は、扶養親族のある職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する者に

限り、満６０歳以上の職員を除く）であって、世帯主である職員に対して支給する。  

２ 扶養親族とは、次に掲げる者のうち年間の見込み収入が１３０万円未満の者であって主として

その職員の扶養を受けていることを理事長が認定した者をいう。  

 （１）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある職員を含む）  

 （２）満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及び孫   

（３）満６０歳以上の父母及び祖父母  

 （４）満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹   

 （５）重度心身障害者  

３ 前項の規定にかかわらず、社会保険の被扶養者として認定されない者並びに職員と同居してい

ない者は扶養手当の対象としない。  

４ 扶養手当の月額は、第２項第１号に該当する扶養親族については６，５００円、同項第２号に

該当する扶養親族については１人につき１０，０００円、同項第３号から第５号までの扶養親族

については１人につき６，５００円とする。  

５ 扶養手当を受けようとする職員は扶養届（様式第１号）を提出しなければならない。また、扶

養手当の対象者を扶養しなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。  

６ 被扶養者の収入に大幅な変動があった場合は、収入を明らかにする書類を添えて、その旨を速

やかに届け出なければならない。また、理事長は、必要に応じ被扶養者の収入を明らかにする

書類の提出を求めることができる。  

７ 第１項の規定にかかわらず、年度中途において満６０歳に達した職員に対する扶養手当は、当

該年度末まで支給する。  

８ 短時間勤務の職員に対する扶養手当の額は、第４項の規定にかかわらず、当該規定により算定

した支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た額を支給月

額とする。  

９ 扶養手当を受けている職員（認定後１年未満の場合を除く）については、収入状況の確認のた



め、毎年１月に被扶養者（満１８歳未満の者を除く）の前年分の源泉徴収票の提出を求めるもの

とする。なお、源泉徴収票の提出が困難な場合は、７月に住民税課税事項証明書の提出を求める

ものとする。  

１０ 被扶養者の収入増により年間の見込み収入が１３０万円以上になると認められるときは、当

該月の翌月から扶養手当は支給しない。  

１１ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある職員を含む）に年間３００万円以上の収入が見込まれる場合は、扶養手当は一切支給し

ない。  

１２ 前各号の規定にかかわらず、令和５年４月１日以降は、現に扶養手当の受給対象となってい

る者に限り扶養手当を支給するものとし、新たな扶養手当の認定は行わない。  

 

（時間外勤務手当）  

第  １５  条 時間外勤務手当は、休日又は所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

（園長を除く）に対し、その超過勤務時間数に応じてこれを支給する。  

２ 法定休日に勤務した職員及び法定労働時間を超えて勤務した職員の時間外勤務手当の額は、勤

務１時間につき、勤務１時間あたりの額の１００分の１２５（その勤務が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合は１００分の１５０、法定休日勤務の場合は１００分の１３５）に

相当する額に、超過勤務時間数を乗じて得た額とする。但し、出張中の職員に対しては、時間外

勤務手当は支給しない。  

勤務１時間当たりの額＝（給料月額＋主任手当＋処遇改善手当［処遇調整手当］＋社会的

養護従事者処遇改善手当＋職務調整手当）×12 ヶ月／（1 週間の勤務時間数×52 週）  

３ 時間外勤務手当の計算期間は月の初日に始まり月の末日に終わる。  

４ 超過勤務時間の合計時間に１時間未満の端数を生じた場合、30 分未満は切り捨て、30 分以上

は１時間に切り上げる。  

 

（宿直手当）  

第１６条 宿直業務に従事する職員に対し、宿直手当を支給する。  

２ 宿直を全体宿直とホーム宿直に分け、その額は次のとおりとする。  

 （１）  全体宿直（構内巡視あり）                 ４，２００円／回 

（２） ホーム宿直（構内巡視なし）             ４，０００円／回 

３ 再雇用者には宿直業務はさせない。但し、本人が宿直業務を希望する場合はこの限りではない。  

４ 入所児童が入院した場合の泊り込みの付き添いはホーム宿直とみなす。 

５ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、又は要介護状態にある家族を介護する職員に

は宿直業務はさせない。但し、本人が宿直業務を希望する場合はこの限りではない。 

 

（固定残業手当）  

第１７条 固定残業手当Ⅰは、年間延べ２４時間の時間外労働があったものとみなし、時間外・休

日・深夜割増賃金の支払いに替えて、毎月２時間の時間外勤務手当相当分を支給する。  



２ 固定残業手当Ⅱは、次の年間行事参加者（時間外勤務、休日勤務、深夜勤務とならない職員を

除く）に対し、時間外・休日・深夜割増賃金の支払いに替えて、１日当たり（２日にまたがる行

事は１日とみなす）５，０００円を支給する。 

 （１）  お花見  

（２） ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 童園 

（３） 海水浴 

（４） 夏休みお別れゲーム大会 

（５） 童園クリスマス会 

（６） ナイトハイク 

（７） 卒園・卒業祝い  

３ 第１項の規定にかかわらず、固定残業手当Ⅰは、園長、非正規の職員（１日８時間勤務の再雇

用職員を除く）、時間外労働の免除を請求した職員には支給しない。 

４ 第２項の規定にかかわらず、固定残業手当Ⅱは、園長、非正規の職員（１日８時間勤務の再雇

用職員を除く）には支給しない。  

５ 第１項の固定残業手当は、実際の時間外労働時間が月間２時間、年間２４時間に満たない場合

でも支給する。また、実際の時間外労働時間が年間２４時間（令和７年度は年間３０時間）を超

えた場合は、その超過分について別途割増賃金を支給する。        

 

（職務調整手当）  

第１８条 特別の技能や高度の専門性を要する職務、業務の難易性、複雑性が見られる職務に従事

する職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する者に限る）に対し、職務調整手当を支給す

る。  

２ 職務調整手当の額は、次のとおりとする。 

 （１）厨房職員                           月額     ５，０００円  

 （２）心理療法担当職員、里親支援専門相談員、看護師、職業指導員、自立支援担当職員  

月額 １０，０００円  

（３）事務職員                  月額 ２０，０００円  

（４）子育て短期支援事業専任職員         月額 １０，０００円  

３ 短時間勤務の職員に対する職務調整手当の額は、第２項の規定にかかわらず、第２項に規定す

る支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た額を支給月額

とする。  

 

（正月勤務手当）  

第１９条 １月１・２・３日に勤務する職員の労苦に報いるため、当該日に勤務するすべての職員

に対し、日額５，０００円の正月勤務手当を支給する。  

３ 短時間勤務の職員に対する正月勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する支

給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た額を支給月額とす

る。  



 

（通勤手当）  

第２０条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。  

（１）  通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員（交通機関を

利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を

利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道２ｋｍ未満の職員を除

く）。  

（２）  通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員（自動車その他の

交通用具を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、

自動車その他の交通用具を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片

道２ｋｍ未満の職員を除く）。  

２ 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。  

（１）  前項第１号に掲げる職員  

通勤に要する運賃の額に相当する額。ただし、１ヶ月当たりの運賃相当額が５５，

０００円を超えるときは、５５，０００円。  

（２）  前項第２号に掲げる職員  

      次に掲げる使用距離に応じて、それぞれ定める額。  

 

３ 通勤手当を受けようとする職員は通勤届（様式第２号）を提出しなければならない。  

 

（住居手当）  

第２１条 自ら居住するための住宅（貸間を含む）を借り受け、月額２０，０００円を超える家賃

を支払っている職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する者に限り、満６０歳以上の職員

を除く）であって、世帯主である職員に住居手当を支給する。  

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。  

（１）月額２０，０００円を超え、月額３６，０００円以下の家賃を支払っている職員  

支払っている家賃の額（月額）の２分の１の額  

（２）月額３６，０００円を超える家賃を支払っている職員  

                   １８，０００円  

使用距離  通勤手当の額  使用距離  通勤手当の額  

片道５㎞未満  ２，２００円  片道３５㎞以上４０㎞未満  ２２，８００円  

片道５㎞以上１０㎞未満  ４，２００円  片道４０㎞以上４５㎞未満  ２５，９００円  

片道１０㎞以上１５㎞未満  ７，３００円  片道４５㎞以上５０㎞未満  ２９，１００円  

片道１５㎞以上２０㎞未満  １０，４００円  片道５０㎞以上５５㎞未満  ３２，３００円  

片道２０㎞以上２５㎞未満  １３，５００円  片道５５㎞以上６０㎞未満  ３５，５００円  

片道２５㎞以上３０㎞未満  １６，６００円  片道６０㎞以上  ３８，７００円  

片道３０㎞以上３５㎞未満  １９，７００円    



３ 第２項の規定にかかわらず、配偶者がその勤務先から住居手当もしくはそれに類する手当を受

けているときは、第２項により算定した額から当該額を控除した額を住居手当として支給する。  

４ 第１項の規定にかかわらず、親族所有の住宅を借り受けている場合及び現に借り受けている住

宅と別に職員本人が所有する住宅がある場合は、住居手当は支給しない。  

５ 第１項の規定にかかわらず、年度中途において満６０歳に達した職員に対する住居手当は、当

該年度末まで支給する。  

６ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、既に住居手当を受給している職員及び令和２年度新規

採用職員（令和２年４月１日付け採用の職員に限る）については、令和２年４月１日に居住して

いる住居に限り、従前の額の住居手当を支給する。  

７ 前項の経過措置は、令和８年度より従前の額の住居手当を毎年２，０００円ずつ減額し、令和

１１年度末をもって廃止する。  

８ 短時間勤務の職員に対する住居手当の額は、第２項の規定にかかわらず、当該規定により算定

した支給月額に短時間勤務の時間数（１日当たり）を乗じて得た額を８で除して得た額を支給月

額とする。  

９ 住居手当を受けようとする職員は住居届（様式第３号）を提出しなければならない。また、住

居手当を受けている職員が転居したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。   

１０ 配偶者又は同居の親族（満２２歳未満の者を除く）の収入に大幅な変動があった場合は、収

入を明らかにする書類を添えて、その旨を速やかに届け出なければならない。また、理事長は、

必要に応じ配偶者又は同居の親族（満２２歳未満の者を除く）の収入を明らかにする書類の提

出を求めることができる。  

１１ 住居手当を受けている職員（認定後１年未満の場合を除く）については、収入状況の確認の

ため、毎年１月に配偶者又は同居の親族（満２２歳未満の者を除く）の前年分の源泉徴収票の提

出を求めるものとする。なお、源泉徴収票の提出が困難な場合は、７月に住民税課税事項証明書

の提出を求めるものとする。  

１２ 第１項の規定にかかわらず、配偶者又は同居の親族（満２２歳未満の者を除く）の年間の見

込み収入が１３０万円以上になると認められるときは、当該月の翌月から住居手当は支給しない。  

 

（期末手当及び勤勉手当）  

第２２条 期末手当及び勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下、「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する者に限る）に対して、６月１５

日及び１２月１５日に支給する。  

２ 正規職員（満６０歳以上の園長を除く）の期末手当及び勤勉手当の額は、給料、管理職手当の

合計額を基礎額として、下表の支給率を乗じて得た額を上限とする。  

   



 

 

 

 

 

３ 正規職員（満６０歳以上の園長を除く）の１２月の期末手当については、その職務等級に応じ、

前項の支給率に下表の加算率を加算して支給することができる。ただし、法人の経営実績の著し

い低下その他のやむを得ない事由があるときは、この限りではない。  

 

４ 第７条に規定する満６０歳以上の園長（満６０歳到達後次の３月３１日までの者を除く）及び

再雇用職員（１日８時間勤務の者に限る）の期末手当及び勤勉手当の額は、前項の規定にかかわ

らず、給料、管理職手当の合計額を基礎額として、下表の支給率を乗じて得た額を上限とする。  

 

 

 

 

 

５ 第２項、第４項に規定する職員を除く非正規職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務する

者に限る）に対する期末手当及び勤勉手当の額は、基本給に基準日の前月の勤務実績（年次有給

休暇及び特別休暇を除く）を乗じて得た額（超過勤務分を除く）に、基準日以前６ヶ月間の雇用

月数（端数切捨て）を乗じ、さらに６で除して得た額を基礎額として、下表の支給率を乗じて得

た額を上限とする。  

 

 

 

 

 

 

６ 第２項から第５項の規定にかかわらず、在職（勤務）していない期間がある正規職員に対する

期末手当及び勤勉手当の額は、支給率に基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間

及び勤務期間に応じ、下表の割合を乗じて得た額を支給する。また、出勤停止及び懲戒休職の懲

戒処分を受けた職員の当該処分期間中は在職（勤務）していないものとみなす。  

 

 ６月  １２月  計  

期 末 手 当  

勤 勉 手 当  

１．２５  

０．９０  

１．２５  

０．９０  

２．５０  

１．８０  

計  ２．１５  ２．１５  ４．３０  

等級  １・２級  ３級  ４級  ５級  ６級  

加算前  １．２５  １．２５  １．２５  １．２５  １．２５  

加算率  ０．０５  ０．１５  ０．３５  ０．４５  ０．５５  

加算後  １．３０  １．４０  １．６０  １．７０  １．８０  

 ６月  １２月  計  

期 末 手 当  

勤 勉 手 当  

０．９５  

０．６０  

０．９５  

０．７５  

１．９０  

１．３５  

計  １．５５  １．７０  ３．２５  

 ６月  １２月  計  

期 末 手 当  

勤 勉 手 当  

０．９５  

０．６０  

０．９５  

０．７５  

１．９０  

１．３５  

計  １．５５  １．７０  ３．２５  



（１）  期末手当  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勤勉手当  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 期末手当及び勤勉手当は、基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに懲戒解雇の処

分を受けた職員には支給しない。  

 

（退職手当）  

第２３条 勤務年数１年以上の職員が退職した場合、退職手当を支給する。  

２ 職員が退職したときは、社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「退職手当共済法」とい

う。）の定めによる退職給付金及び在職中に加入した熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事

業（以下「県退職共済事業」という。）により給付される退職給付金を退職手当として支給する。  

３ 退職手当共済法に基づく退職共済事業及び県退職共済事業に加入している職員を継続移動によ

る職員として新たに採用した場合、当該職員の勤務期間は前の事業所の勤務期間を通算すること

ができる。  

在  職  期  間  割  合  

６ヶ月  １００ /１００  

５ヶ月以上６ヶ月未満  ８０ /１００  

３ヶ月以上５ヶ月未満  ６０ /１００  

３ヶ月未満  ３０ /１００  

零  ０ /１００  

 勤 務 期 間  割  合  

６ヶ月  １００ /１００  

５ヶ月１５日以上６ヶ月未満   ９５ /１００  

５ヶ月以上５ヶ月１５日末満   ９０ /１００  

４ヶ月１５日以上５ヶ月末満   ８０ /１００  

4 ヶ月以上４ヶ月１５日未満  ７０ /１００  

３ヶ月１５日以上４ヶ月末満  ６０ /１００  

３ヶ月以上３ヶ月１５日末満   ５０ /１００  

２ヶ月１５日以上３ヶ月未満  ４０ /１００  

２ヶ月以上２ヶ月１５日未満   ３０ /１００  

１ヶ月１５日以上２ヶ月末満   ２０ /１００  

1 ヶ月以上１ヶ月１５日未満   １５ /１００  

１５日以上１ヶ月未満   １０ /１００  

１５日未満  ５ /１００  

零  ０ /１００  



４ 第１項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には退職手当は支給しない。  

(１ ) 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合であって、退職手当共済法

の支給制限に該当する場合  

 (２) 遺族が被共済職員を故意に死亡させた場合  

５ 偽りその他不正の行為によって退職手当の支給を受けた場合、退職後であっても退職手当の返

還を求めることができる。  

 

（休職職員の給与）  

第２４条 就業規則第１０条の規定により休職中の職員には、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手

当、宿直手当、固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、災害派遣手当を除くいかなる給与も支給しない。  

２ 月の途中における休職を解かれた職員のその月の給与は、その職員の休職開始日の属する月の

給料をその月の暦日数で除して得た額に勤務した日数を乗じて得た額を支給する。また、月の途

中における休職職員のその月の給与は、給料及び諸手当（期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、

宿直手当、固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、災害派遣手当を除く）をその月の暦日数で除して得

た額に勤務した日数を乗じて得た額を支給する。  

 

（特別休暇、裁判員休暇、母性健康管理のための休暇、生理休暇、育児時間、子の看護のための休

暇、育児目的休暇、養育両立支援休暇、介護休暇、公民権の行使、病気休暇期間中の給与）  

第２５条 就業規則第４５条（特別休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。  

２ 就業規則第４６条（裁判員休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。  

３ 就業規則第４８条（母性健康管理のための休暇）の休暇期間中の給与は無給とする。  

４ 就業規則第４９条（生理休暇）の休暇期間中の給与は無給とする。  

５ 就業規則第５０条（育児時間）の育児時間中の給与は無給とする。  

６ 就業規則第５１条（子の看護等休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。  

７ 就業規則第５２条（介護休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。  

８ 就業規則第５３条（育児目的休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。  

９ 就業規則第５４条（養育両立支援休暇）の休暇期間中の給与は無給とする  

１０ 就業規則第５７条（公民権の行使）の公民権行使のための時間は有給とする。  

１１ 就業規則第５９条（病気休暇）の休暇期間中の給与は有給とする。なお、病気休暇に該当し

ない私傷病に伴う欠勤期間中の給与は無給とする。  

 

（産前産後の休業、育児休業、介護休業、業務上の傷病による休業期間中の職員の給与）  

第２６条 就業規則第４７条の規定による産前産後の休業中の職員、就業規則第５５条の規定によ

る育児休業中の職員、就業規則第５６条の規定による介護休業中の職員、就業規則第５８条の規

定による業務上の傷病による休業期間中の職員には、第３項に掲げるもの並びに期末手当、勤勉

手当、時間外勤務手当、宿直手当、固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、災害派遣手当を除くいかな

る給与も支給しない。  

２ 前項に規定する職員に対する第２２条第６項の適用については、｢在職（勤務）期間｣を｢休業

した期間を控除した在職（勤務）期間｣と読みかえる。  

３ 月の途中における休業から復帰した職員のその月の給与は、その職員の休業開始日の属する月の給

料をその月の暦日数で除して得た額に勤務した日数を乗じて得た額を支給する。また、月の中途にお



ける休業職員のその月の給与は、給料及び諸手当（期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、宿直手当、

固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、災害派遣手当を除く）をその月の暦日数で除して得た額に勤務した

日数を乗じて得た額を支給する。 

 

（育児短時間勤務及び介護短時間勤務期間中の職員の賞与）  

第２７条 就業規則第５５条及び第５６条の規定による育児短時間勤務及び介護短時間勤務の適用

を受けた正規職員の期末手当及び勤勉手当は、第２２条の規定にかかわらず、同条の規定により

算定された額から、基準日以前６ヶ月以内の期間における育児短時間勤務及び介護短時間勤務の

適用期間に応じ、下表の減額率を乗じて得た額（小数点以下は切り捨てる）を減額して支給する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中途採用または退職した職員の給与）  

第２８条 月の中途に採用した職員の給与は、その月の給料をその月の暦日数で除して得た額に勤

務した日数を乗じた額を支給する。また、月の中途に退職した職員の給与は、その月の給料およ

び諸手当（期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、宿直手当、固定残業手当Ⅱ、正月勤務手当、

災害派遣手当を除く）をその月の暦日数で除して得た額に勤務した日数を乗じた額を支給する。  

 

（定期昇給）  

第２９条 職員が現に受けている号俸を受けるに至ってから１２か月を下らない期間、懲戒処分

（戒告を除く）を受けることなく、良好な成績で勤務したときは、２号俸上位の号俸に昇給させ

ることができる。ただし、法人の経営実績の著しい低下その他のやむを得ない事由があるときは、

この限りではない。  

２ 満５５歳に達した職員については、当該年齢に達した日以後の定期昇給を行わない。  

３ 前項の規定にかかわらず、満５５歳到達時に勤続２３年に満たない職員（満６０歳未満の職員

に限る）については、勤続２３年に達するまで定期昇給を行うことができる。  

４ 定期昇給は、毎年４月１日に行うものとする。但し、定期昇給は、産前産後の休業及び育児休業の

期間中は行わないものとし、産前産後の休業及び育児休業の期間中に定期昇給日が到来した者につい

ては、復職日の翌月（復職日が１日の場合は当月）に昇給させるものとする。  

５ 第１項の規定にかかわらず、年度中途採用の職員については、９か月を下らない期間、懲戒処分

（戒告を除く）を受けることなく、良好な成績で勤務したときは、２号俸上位の号俸に昇給させ

ることができる。同様に、３か月を下らない期間、懲戒処分（戒告を除く）を受けることなく、

良好な成績で勤務したときは、１号俸上位の号俸に昇給させることができる。  

 

 適 用 期 間  減 額 率  

６ヶ月  ６０ /１００  

５ヶ月以上   ５０ /１００  

４ヶ月以上   ４０ /１００  

３ヶ月以上  ３０ /１００  

２ヶ月以上  ２０ /１００  

1 ヶ月以上   １０ /１００  



（特別昇給）  

第３０条 法人及び園の多大な名誉となる功績を上げた職員、人事評価結果の高評価が継続し特に

成績が優秀と認められる職員については、２号俸上位の号俸に特別昇給させることができる。  

２ 別表２に定める等級別基準職務表における上位の職務に昇任したとき（降任後の再昇任を除

く）は、２号俸上位の号俸に昇任時特別昇給させることができる。  

３ １５年以上勤続して定年退職する職員については、退職６か月前に２号俸上位の号俸に特別昇

給させることができる。あわせて、勤務成績が特に良好であると認められる職員（１級から４

級までの職員に限る）については、職務の級を１級上位の級に昇格させることができる。  

４ 給与制度の見直し等により公平性を確保する必要があるなど、合理的かつ相当の理由があると

理事長が認めるときは、必要な範囲で特別昇給を行うことができる。  

      

（ワタリによる昇級）  

第３１条 ４年制の大学卒の職員は在級３年、３年制の専門学校等卒の職員は４年、２年制の短

大等卒の職員は在級５年、高校卒の職員は在級７年で、その者の職務の級を１級から２級に昇

級させる。  

２ 前項の規定にかかわらず満３５歳以降に中途採用された職員は在級３年で１級から２級に昇

級させることができる。  

３ 第１項、第２項による昇級の時期は、所定の年数経過後の直近の４月１日とする。  

４ 第１項、第２項の規定にかかわらず、懲戒処分（戒告を除く）を受けた職員は、当該処分を

受けた年度は在級年数に算入しない。  

 

（昇給の時期）  

第３２条 昇給の時期は、定期昇給については４月１日、特別昇給については直近の４月１日、７

月１日、１０月１日、１月１日とする。  

 

（災害派遣手当）  

第３３条 法人・施設の要請により熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＷＡＴ）その他に参加して

被災地の支援に携わる職員には、社会福祉法人藤崎台童園職員旅費規程に基づく旅費、宿泊料、

日当に加え、被災地支援に携わる期間（旅行日を除く）日額５，０００円の災害派遣手当を支給

することができる。  

 

（適用除外）  

第３４条 非正規職員には、第２７条、第２８条、第２９条、第３０条、第３１条、第３２条の規

定は適用せず、また、非正規職員のうち時間給の職員には第２４条第２項、第２６条第３項の

規定も適用しない。  

 

（委任）  

第３５条 この規則に定めのない事項は、理事長が別に定める。  



 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２２年１月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２３年１月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２４年 4 月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２５年１０月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２６年１０月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２７年９月１９日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第９条第４項の規定を除き平成２８年４月１日から施行する。また、第

９条第４項の規定については平成２９年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 



 

附 則  

  改正後のこの規則は、第２条、第８条、第９条、第１０条、第１１条第４項の規定を除き平成

２９年４月１日から施行する。また、第２条、第８条、第９条、第１０条の規定については理

事長が別に定める日から、第１１条第４項の規定については平成３０年４月１日から施行する。

あわせて、改正前の第９条の規定は、改正後の第９条の規定の施行の日から廃止する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第１３条、第１４条、第１６条、第１７条の規定を除き平成３０年４月

１日から施行する。また、改正後の第１３条、第１４条、第１６条、第１７条の規定については

平成３１年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第１８条の規定を除き令和２年１月１日から施行する。また、改正後の

第１８条の規定は令和２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第１３条（宿直手当）及び第１４条（固定残業手当）の規定については

令和２年１月１日から、その他の規定については令和２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、別表３の初任給基準表を除き令和２年５月２３日から施行する。また、

別表３の初任給基準表は令和２年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第３０条（コロナ対応一時金）の規定については令和３年１月１日から、

その他の規定については令和３年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、令和３年６月１９日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第３１条（コロナ対応手当）の規定については令和４年１月１５日から、

その他の規定については令和４年４月１日から施行する。  



 

附 則  

  改正後のこの規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附 則  

 改正後のこの規則は、第２６条（定期昇給）の規定については令和５年４月１日から、その

他の規定については令和４年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、第１７条の規定を除き令和５年４月１日から施行する。改正後の第１７

条の規定は令和６年４月１日から施行するとともに、改正前の第１８条（特殊業務手当）及び第

３３条（コロナ対応手当）の規定については令和６年３月３１日をもって廃止する。  

 

附 則  

 改正後の第８条及び第１７条の規定は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附 則  

 改正後の第３２条の規定は令和６年３月９日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後のこの規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  改正後の第５条の規定は令和７年４月１日から、第１７条の規定は令和７年１０月１日から、

その他の規定は令和８年４月１日から施行する。  

 



別表 1 職種別給料表  

別表２  等級別基準職務表  

（注1）  所定の経験年数（７年）を満たす有資格者の不足から、所定の経験年数を満たさずに新た

にホームリーダーとなった者（採用時の年齢が満３５歳以上の者を除く）については、経

験年数を満たすまでの間、２級で処遇する。なお、この場合、昇任時に昇任時特別昇給は

行うことができる。  

（注2）  大卒７年、短大卒９年、高卒１１年以上の経験年数を有するリーダー的職員で所定の要件

を満たした職員をジョブリーダーとし、３級に位置づける。  

（注3）  昇給（定期昇給及び特別昇給）と昇格昇級が同日に行われる場合、その日の前日の号俸か

ら昇給を行った後、直近上位の号俸に昇格するものとする。  

 

 

職種 適用する給料表  基準となる俸給表  

施設長 

児童指導員 

保育士 

看護師 

心 理 士  

 

 

福祉職給料表  

 

 

国家公務員福祉職俸給表に準拠する  

栄養士 栄養職給料表  国家公務員医療職俸給表（二）に準拠する  

調理員 調理職給料表  国家公務員行政職俸給表（二）に準拠する  

書記 書記職給料表  国家公務員行政職俸給表（一）に準拠する  

      等  級 

職  務 
１級 ２級  ３級 ４級  ５級 ６級 

園    長      ○ 

副 園 長 
 

    ○  

地 域 小 規 模 児 童 養 護 施 設 統 括  

統 括 主 任 児 童 指 導 員  

統 括 主 任 保 育 士  

統 括 参 事  

統 括 栄 養 士  

統 括 事 務 長  

    

 

 

○ 

 

主 任 児 童 指 導 員  

主 任 保 育 士  

主 任 参 事  

主任栄養士 

事務長 

   ○ 

  

ホームリーダー（注 1） 

ジョブリーダー（注 2） 
 （○） ○  

  

ケアワーカー・書記  

栄養士・調理員  
○ ○   

  



別表３  初任給基準表   

 

（注）専門学校卒で、卒業後に児童養護施設職員として必要な資格を取得し採用された職員につい

ては、その修業年限により初任給を設定する。  

 

別表４  経験年数換算表  

（注１）経験年数は１年を２号俸として換算し、換算した年数が６ヶ月未満は切り捨て、６ヶ月以

上１年未満は６ヶ月として換算する。  

（注２）年数の換算は、採用時の年齢が満３５歳未満は５年間、満３６歳は６年間、満３７歳は７

年間、満３８歳は８年間、満３９歳は９年間、満４０歳以上は１０年間を上限とする。  

但し、社会福祉法人藤崎台童園の職員として５年を超えて勤務した者（６０歳未満の者に限

る）が退職後に復職する場合は、退職時の等級及び号俸を適用することができる。また、有期

雇用職員を期間の定めのない職員として登用する場合は、社会福祉法人藤崎台童園での在職期

間（端数切捨て）により経験年数換算することができる。  

（注３）上記（注１）及び（注２）の規定にかかわらず、他の児童養護施設において同種の業務を

７年以上経験し中途採用する者について、理事長が必要と認めるときは、前施設における基本

給の直近上位の等級及び号俸（１～３級に限る）を適用することができる。なお、４級以上の

幹部職員として中途採用する場合にあっては、本人の経験年数、実績、能力等を勘案して理事

会が指定する等級及び号俸を適用することができる。   

 

 

 

   職 種  児童指導員  

保育士 

看護師 

心理士 

 

栄養士 

 

調理員 

 

書記 

適用する  

給料表  

福祉職給料表  栄養職給料表  調理職給料表  書記職給料表  

大学卒  （１－２１） 

２３９，５００円  

（１－２１）  

２３７，２００円  

（１－２７） 

２３４，７００円  

（１－２９） 

２３７，６００円  

短大卒  （１－１７） 

２３５，６００円  

（１－１７）  

２３２，９００円  

（１－２３） 

２３０，９００円  

（１－２５） 

２３２，０００円  

高校卒  （１－１３） 

２３１，２００円  

（１－１３）  

２２４，５００円  

（１－１９） 

２２６，０００円  

（１－２１） 

２２５，６００円  

経  歴  換算率  

社会福祉事業の職員としての在職期間  １００／１００以下  

社会福祉事業以外の職員としての在職期間  １００／１００以下  



別表５ 満６０歳以上の園長の基本給 

 

     ６級１号俸の８０％  ３３６，０００円 

 

 

別表６ 満６０歳以上の再雇用職員（園長を除く）の基本給 

 

（注）再雇用職員の基本給は 60 歳定年退職時の職務の級により決定し、処遇改善手当等

の手当については３級相当の手当を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職時  

の級  

１・２・３級  

 

４級  ５級  ６級  

適用する  

給料表  

当該職種の給料表  

格付基準  （３－１）の  

８０％  

（４－１）の  

８０％ 

（５－１）の  

８０％  

（６－１）の  

８０％  

金額（月額）  

＊福祉職の場合  

２３９，０００円  ２６０，０００円  ２９３，０００円  ３３６，０００円  



様式第２号  

通  勤  届 

令和  年  月  日提出 

 職 名  

理事長  尾里 一清 様 氏 名                       

印 

 住 所  

藤崎台童園給与規則の規定により、以下のとおり通勤の事情を届け出ます。  

 届出の理由（該当する□にレ印を付する）  

□ 1. 新規 

□ 2. 住居の変更 

□ 3. 通勤経路または方法の変更  

□ 4. 運賃等の負担額の変更 

□ 5. その他 

 届出の事由が生じた日      

    令和  年  月  日   

     

順路  通勤方法  

の別 

区  間 距 離 所 要  

時 間  

乗車券 

の種類  

左欄の  

乗車券の額  

1  住居   から（    経由）     まで  ・ km 分   

2        から（    経由）    まで  ・ km 分   

3        から（    経由）    まで  ・ km 分   

4        から（    経由）    まで  ・ km 分   

5        から（    経由）    まで  ・ km 分   

6        から（    経由）    まで  ・ km 分   

上記に基づき、通勤手当  月額        円を認定する。  総通勤距離  km 

 

令和  年  月  日 

 

理事長   尾里 一清 

        総所要時間  分 

 

 常務理事 園長 担当者 

  

 

 

 

（注）  

1. 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自動車、交通機関の別を記入する。  

2. 「乗車券の種類」欄には、１ヶ月定期、３ヶ月定期等の別を、「左欄の乗車券の額」はその額を記

入する。 



様式第３号  

 

住  居  届 

 

理事長    尾里 一清 様 

 

                        住 所 

                        職 名 

                        氏 名                        印 

 

藤崎台童園給与規則の規定により、以下のとおり住宅の事情を届け出ます。  

 

 

 

借

家

・

借

間 

 

住宅の貸主 

 

（氏名）            （住所） 

 

住宅の借主 

 

（氏名）            （届出人との続柄） 

 

家賃月額等 

 

                                  円  

（契約年月日） 

（入居年月日） 

  上記に基づき、住居手当  月額        円を認定する。  

 

     令和  年  月  日 

 

     

 

理事長  尾里 一清 

 

常務理事 園長 担当者 

 

 

 

  

添付書類 ： 賃貸借契約書またはその写し  

          

 

 

 

 

 

 

 


